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平成 30年７月 12日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

  国土交通省「東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負」の 

評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

事業概要 航空灯火・電力監視制御システム（以下「監視制御システム」という。）の定

期点検保守、通常点検保守及び緊急時の対応 

実施期間 平成 28 年４月１日～平成 31年３月 31日 

受託事業者 東芝電機サービス株式会社 

契約金額（税抜） 330,000 千円（単年度当たり：110,000千円） 

入札の状況 １者応札（仕様書取得者＝２者／予定価内＝１者） 

事業の目的 空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保するため、空港に設置され

ている航空灯火及び電気施設の状態監視及び動作制御を行う監視制御シス

テムを常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図るもの。 

選定の経緯 平成 25 年度官民競争入札等監理委員会において、「競争性等に問題があるた

め改善を要請する事業等（平成 26年度以降のヒアリング対象事業）」に選定

され、入札参加資格の地域要件を撤廃するなど自主的な改善の取組を行って

きたが、１者応札の改善が図れなかったことから、平成 27 年基本方針にお

いて選定された事業である。 

 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」（平成 26年３月 19

日官民競争入札等監理委員会決定）（以下「運用指針」という。）Ⅱ．１．（２）市場化

テストの実施だけでは実施状況の更なる改善が見込めない事業として、終了プロセス

に移行することが適当である。 

 

 

資料５ 
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２ 検討 

（１）評価方法について 

国土交通省から提出された平成 28年４月から平成 30年３月までの実施状況につい

ての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費等の観点から評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の達成状況 

以下のとおり、適切に履行されている 

確保されるべき水準（一例） 評価 

信頼性の確保 障害時の緊急対応未実施件数 

０件 

適（０件） 

（発生件数 61件/2年間） 

安全性の確保 作業員等の人身事故発生件数 

０件 

適（０件） 

運行に影響を与える航空保安

施設等の停止件数 

０件 

適（０件） 

このほか、定期点検保守においては、仕様書に定められた点検内容及び点検

周期に基づき適切に実施、通常点検保守においては、不具合兆候を把握し監視

制御システムの安定運用に努めるとともに、障害発生時には初動対応を適切に

実施、緊急時の対応においては、復旧に向け指定された作業を適切に実施した。 

民間事業者から

の改善提案 

一例として、緊急対応レポート（トラブル報告書）をファイリングの上、閲覧

ができるようにし、同様の事象が発生した場合には、速やかな対応を可能とす

るとともに、トラブル発生原因の整理・分析を実施した。 

 

（３）実施経費（税抜） 

  市場化テストにより複数年契約を実施したことで、スケールメリット等により経費

の削減が図れた。 

従前経費 123,000 千円 

※市場化テスト実施前：平成 27年度契約額 

実施経費 110,000 千円 

※平成 28年度契約額（３カ年）330,000千円の単年度当たり 

削減額 13,000 千円 

削減率 10.57％ 
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（４）選定の際の課題に対応する改善 

課題 競争性に課題が認められたところ、競争参加資格の緩和、点検マニュアル・

取扱説明書等関係資料の貸与を明記、製造者以外の他者において本事業が

受託できるよう一部業務の再委託を可能とする等の取組を行ったが、結果

１者応札となり、課題が残った。 

 

（５）業務の特殊性等 

  本事業の保守請負の対象となる監視制御システムは、国土交通省が製造を競争入札

に付し、受注者である株式会社東芝が自社のノウハウで開発・製造を行ったものであ

り、国土交通省においても使用許諾を得ているのみで、技術情報の提供は受けていな

い。 

  製造事業者に対して、技術情報の提供ができない理由をヒアリングした結果、 

 ・ソフトウェア仕様、システム構成図等には独自に開発したノウハウや著作権情報が

含まれており、開示することにより営業上の利益が侵害されること 

 ・監視制御システムのソフトウェアに係るプラットフォームには、他者と契約してい

る他のシステムと共通している部分もあり、監視制御システムの技術情報を開示する

ことにより、他者と契約している他のシステムの技術情報も開示されること 

が挙げられた。当初、監視制御システムを製造発注する調達において、製造事業者

には技術情報の提供を求めておらず、現在また将来において、技術情報の提供を求め

ることは実質的に困難である。 

  また、本事業の対象設備には、東芝製品ではないものも含まれるが、設備数として

は圧倒的に少ないため、本監視制御システムが納入されてから、保守を請け負ってき

た事業者は、製造事業者のグループ企業である東芝電機サービス株式会社であり、保

守請負を実施できる事業者が極めて限定されている。 

その要因は、応札をしなかった同業他社へのヒアリングによると以下のとおり。 

 ・他社製品の保守は、技術情報が不足していることから、品質管理や障害発生時の対

応が困難 

 ・自社製品の保守を優先するため、他社の保守業務は受注しない 

 ・他社製品の保守を実施するためには製造事業者への業務再委託が前提となり、利益

の面を考えると受注するメリットがない 

 ・監視制御システムの障害により、空港運用に影響を与えた場合の社会的影響を考慮

するとリスクが高く、受注するメリットがない 

  これらの理由により、製造事業者（グループ企業を含む。）以外の事業者が保守を請

け負うためには業務の再委託が前提となり、コスト及びリスクを考慮すると受注メリ

ットがなく、応札をしないものと考えられる。 

  本事業には、以上のような「製造事業者以外の保守請負は、技術情報の提供がなけ 
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れば業務の再委託が前提となるが、コスト及びリスク面から受注メリットがない」と 

いう事情があり、競争が働きにくいものと評価できる。 

 なお、本事業である監視制御システム保守請負における競争性の改善に当たっては、 

監視制御システムの製造調達時から、保守請負に係る契約を見据えた検討を加えるこ 

とが必要だと考える。 

 

（６）競争性改善のための取組 

  本事業に関して、競争性の改善のため、国土交通省は次の取組を実施した。 

 ① 単年契約から複数年契約（３カ年）へ変更 

 ② 入札参加資格の拡大（Ａ等級→Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

 ③ 最低価格落札方式から総合評価落札方式への変更 

 ④ 入札参加グループによる入札を許容 

 ⑤ 従来の実施状況の開示、業務実施に必要な資料の貸与 

 ⑥ 関連事業者にヒアリングを実施し、本事業への円滑な参入のため、点検及び緊急

時の対応の一部における再委託（技術協力）可能を明記 

 ⑦ 引継ぎに当たり、国土交通省が現受注者に対して協力要請を行う旨明記 

 ⑧ 準備引継ぎ期間を従来以上に確保 

  

（７）評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、平成

28年度、平成 29年度の２カ年とも全て目標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案により、民間事業者のノウハウと創意工夫の発揮が業

務の質の向上に貢献したものと評価できる。 

実施経費についても、10.57％の経費削減が図られており、市場化テストの実施によ

り公共サービスの質の維持向上、経費の削減の双方の実現が達成されたものと評価で

きる。 

一方、入札の状況は１者応札となっており、競争性に課題が認められる。 

  この点、本業務には「製造事業者以外の保守請負は、技術情報の提供がなければ業

務の再委託が前提となるが、コスト及びリスク面から受注メリットがない」という事

情があるため、市場化テストの実施だけでは競争性の改善が見込めないものの、（６）

に記載した競争性改善のための取組は今後の事業においても継続して行うものであ

る。 

 

（８）今後の方針 

本事業の市場化テストは今期が１期目である。事業全体を通じての実施状況は以下

のとおりである。 
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 ・実施期間中に受託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、また法令違反行為

等もなかった。 

 ・確保されるべき公共サービスの質において、全ての目標を達成していた。 

 ・経費削減において、従来経費からの削減率 10.57％の効果を上げていた。 

 ・現行の入札改善策は引き続き実施することとし、国土交通省に設置している第三者

委員会である東京航空局総合評価委員会において、事業実施状況のチェックを受け

る予定である。 

一方、資料交付を受けた者が２者に増えており、入札参加者の拡大に改善傾向が見

られたものの、入札において、１者の応札であり、競争性に課題が残っている。 

 

  以上のとおり、競争性において課題が残るため、本事業において良好な実施結果を

得られたと評価することは困難である。 

 

  しかし、本事業は、市場化テストの実施過程において（６）に記載のとおり競争性

改善のための取組が十分に講じられており、また、仕様書等資料について受領者が複

数確保されたが、競争性の確保には至らなかったものである。 

この結果を踏まえて、入札参加が期待される者に対してヒアリングを実施したとこ

ろ、参入が困難な理由として（５）に記載のとおり、入札の改善では対応が困難な本

事業に内在する特殊性が明らかになった。 

このため、市場化テストの実施だけでは実施状況の更なる改善が見込めないと考え

られる。 

よって、本事業については運用指針Ⅱ．１．（２）に当てはまるものとして、１期

目ではあるものの、今期をもって市場化テストを終了することが適当であると考えら

れる。 

市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革

に関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理

委員会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、

入札参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、国土交通省が

自ら公共サービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 

 

なお、今後の契約の状況によっては事後調査を行うほか、市場化テストの対象事業と

して再選定されることもある。 
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平成３０年６月２９日 

国 土 交 通 省  

 

平成２８年度 民間競争入札実施事業 

東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負の実施状況について 

 

 

Ⅰ．事業の概要 

１．業務の内容 

    空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保するため、空港に設置されている航空灯火施

設等の状態監視及び動作制御を行う監視制御システムを常時良好な状態に保つように保守を行い、

機能維持を図る。 

 

２．業務実施期間 

    平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

３．受注者 

    東芝電機サービス株式会社 

 

４．受注者決定の経緯 

東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負における民間競争入札実施要項及び入 

札説明書に基づき、入札参加者１者から提出された競争参加資格確認申請書類及び技術提案書に 

ついて、外部有識者を含む評価者により審査した結果、入札参加資格及び評価基準を満たしてい 

た。 

入札価格については、開札した結果、１者が予定価格の範囲内であったことから、１者の総合評

価を確認するための審査を行い、上記の者が落札者となった。 

 

 ５．事業選定の経緯 

平成２５年度官民競争入札等監理委員会において「競争性等に問題があるため改善を要請する事

業等（平成２６年度以降のヒアリング対象事業）」に選定され、入札参加資格の地域要件を撤廃す

るなど自主的な改善の取組を行ってきたが、１者応札の改善が図れなかったことから、次の理由

により複数応札が期待できると判断し、市場化テスト事業として自主選定を行った。 

・再委託を可能とすることで製造事業者（グループ企業含む）以外の応札が期待できる。 

・点検保守については、点検マニュアル等も貸与するため、製造事業者の技術情報がなくとも同

業他社の応札が期待できる。 

 

 

 

 

別添 
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Ⅱ．確保すべき質の達成状況及び評価 

 

１．信頼性の確保 

  (1) 目標：障害時の緊急対応未実施件数【０件】 

  (2) 測定指標：機器の不具合における障害時の緊急対応を全て行うこと 

  (3) 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件／61 件（未処理／発生件数）】 

【平成２８年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

東京国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２９年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

東京国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

２．安全性の確保－１ 

  (1) 目標：作業員等の人身事故の発生件数【０件】 

  (2) 測定指標：保守請負の安全管理体制不備に起因する当該施設内での作業員等の人身事故がな

いこと。 

   (3) 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】 

【平成２８年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

東京国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２９年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

東京国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

３．安全性の確保－２ 

  (1) 目標：運航に影響を与える航空保安施設等の停止件数【０件】 

  (2) 測定指標：保守請負の不備に起因する監視制御システムの障害による航空保安施設等の停止

がないこと。 

 (3) 結果：下表のとおり ２年間を通じて【０件】 

【平成２８年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

東京国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

【平成２９年度】 

空港名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 ３月 

東京国際空港 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 
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４．保守請負の各作業種別において確保すべき水準及び実施状況 

（１）確保すべき水準 

①定期点検保守 

・指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。 

 ②通常点検保守 

   ・指定された業務を実施して、機器の異常又は異常の予兆を把握すること。 

   ・障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡すること｡ 

③緊急時の対応 

 ・復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、応急措置を行うこと。 

 

（２）実施状況 

①定期点検 

【平成２８年度】 

空港名 １週点検 1 ヶ月点検 6 ヶ月点検 1 年点検 

東京国際空港 312 件 95 件 3 件 22 件 

【平成２９年度】 

空港名 １週点検 1 ヶ月点検 6 ヶ月点検 1 年点検 

東京国際空港 312 件 95 件 5 件 15 件 

 

・指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。 

実施状況：仕様書に定められた点検内容及び点検周期に基づき、上表に示す件数の定期点検

を適切に実施した。 

 

②通常点検保守 

【平成２８年度】 初動対応件数 

空港名 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

東京国際空港 9 件 9 件 8 件 10 件 36 件 

【平成２９年度】 初動対応件数 

空港名 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

東京国際空港 11 件 14 件 10 件 8 件 43 件 

 

・指定された業務を実施して、機器の異常又は異常の予兆を把握すること。 

実施状況：異音、異臭等の不具合兆候を把握し、積極的に部品交換等を行い監視制御システ

ムの安定運用に努めた。 

・障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡すること｡ 

実施状況：連絡体制表に基づき、監督職員、工場等に適切に連絡するとともに、関連する機

器の障害発生時の対応について監督職員に基づき初動対応を適切に実施してい

た。 
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③緊急時の対応 

【平成２８年度】 

空港名 不具合対応作業 
その他職員の指示

する事項 
合計 

東京国際空港 27 件 0 件 27 件 

【平成２９年度】 

空港名 不具合対応作業 
その他職員の指示

する事項 
合計 

東京国際空港 34 件 0 件 34 件 

 

・復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、復旧に向け指定された作業を行うこと。 

実施状況：仕様書に定められた作業内容を行い、監視制御装置などの障害についてＬＡＮス

イッチやドライブ基板の交換を行った。 

 

５．評価 

当局が求める確保すべき質については、「信頼性の確保」、「安全性及び品質の確保」、「保守請負

の各作業種別において確保すべき水準及び実施状況」について要求水準を満足し、かつ、技術提

案を反映した業務においても適切に行われた。 

 

Ⅲ．実施経費の状況及び評価（金額は全て税抜） 

 

１．平成 2７年度契約額（市場化テスト導入前：実施期間１年間） 

空港名 平成 2７年度契約額 

東京国際空港 123,000,000 円 

 

２．平成 2８年度契約額（市場化テスト導入後：実施期間３年間） 

空港名 平成 2８年度契約額 1 年分に按分した額 

東京国際空港 3３０,０00,000 円 110,000,000 円 

     

３．前回契約との比較 

（１）平成 2７年度実施経費及び落札率比較（単年比較） 

空港名 
①平成 2７年度契約額 

（市場化テスト導入前） 
②平成 2８年度契約額 

（市場化テスト導入後） 
③差額 

（②－①） 

東京国際空港 123,000,000 円 110,000,000 円 13,000,000 円 

 

【落札率】 

空港名 平成 2７年度 平成 2８年度 

東京国際空港 97.04％ 89.54％ 
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（２）経費節減効果 

①市場化テスト導入前後で契約額開差の分析 

   落札率においては 89.54％、7.5％が低減された。 

契約額階差から、年 13,000,000 円（10.57%）の経費節減効果があった。 

②市場化テスト導入による経費節減効果 

   ３年間分に換算した場合、39,000,000 円の経費節減効果があった。 

（３）平成 2７年度と平成２８年度における業務仕様の違い 

     業務仕様の違いの概要は、１者応札とならないよう次の内容を見直している。 

① 仕様の点検内容を製造者以外の他者において実施できるよう再委託することが可能となる

よう実施要項（１．１．４保守請負の内容（１）定期点検保守⑤）及び（３）緊急時の対応

③）に追加した。 

② 保守請負の実施に先立ち、業務実施に必要な点検マニュアル・取扱説明書等の技術情報を貸

与することを実施要項（１．２．５（５））に追加した。 

（４）競争入札応札者数 

空港名 平成 2７年度 平成 2８年度 

東京国際空港 1 者 １者 

 

４．受注者からの技術提案を反映した業務の履行状況 

   航空灯火・電力監視制御システム保守請負において、以下の提案がなされ、改善が図られた。 

  （１）東京国際空港で保有している予備品にない大型表示装置用基板を本復旧までの間、受注者保

有物品を一時的に利用し、運用継続を行った。 

（２）航空保安施設事故につながる可能性が高い灯火・電力監視システム機器の停止手順書は、事

前に監督職員に確認し、機器停止の実施にあたっては、職員との相互確認を行い誤操作防止

に努めていた。 

（３）自社以外で実施できない製造メーカの定期点検保守については、各社の系列保守業者に再委

託し点検を実施していた。 

（４）業務責任者及び業務担当者は、自社のトレーニングセンターにて、監視制御装置の実機を用

いた操作及び点検の教育を行い技能向上を図っていた。 

（５）緊急対応レポート（トラブル報告書）をファイリングの上、その蓄積が閲覧できるようにし

て、同様の事象が発生した場合、速やかに対応ができるようにしていた。また、緊急対応レ

ポート（トラブル報告書）については、発生原因を整理及び分析を行っていた。 
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５．評価 

   市場化テスト導入に伴う経費削減効果については、複数年契約にすることで初期投資リスクが

減少するとの見込みや競争参加資格要件を緩和し、仕様を変更することで応札者増加による競争

促進を期待した結果、落札率の低減が見受けられ、３年間で３９００万円（年間１３００万円）

の経費削減効果があった。また、作業員の安定的な雇用確保の結果、従事者の作業意欲の向上が

図られた。 

    競争参加資格については等級の拡大、グループ参加を認める等の緩和を行い、仕様については

点検及び緊急時の対応の一部を再委託可能とし、点検マニュアル・取扱説明書等を貸与すること

を明記したが入札における競争性の確保には繋がらなかった。 

技術提案については、各作業における安全対策等の提案がなされ、作業時に効果を確認できた。 

 

Ⅳ．監督実施状況及びモニタリング状況 

実施状況については、作業日報、点検結果報告等により作業の都度確認を実施している。 

また、監督職員と受注者は定期的に打ち合わせを行い、点検作業における問題点の洗い出しと改

善に取り組んでいる。これらの打ち合わせを重ねることで、監督職員は受注者からの技術提案も含

め実施状況や安全対策等の活動状況を確認している。 

 

 

Ⅴ．総括 

１．実施状況 

業務の実施状況（達成すべきサービスの質）に関しては、平成２８年度からの実施に関して業

務改善指示、法令違反行為等なく信頼性の確保、安全性の確保、品質の維持という観点で要求水

準を満たしている。 

経費の削減効果に関しては、複数年契約とすることで初期投資リスクが減少するとの見込みや

競争参加資格要件を緩和し、仕様を変更することで応札者増加による競争促進を期待した結果、

落札率の低下が見受けられた。 

また、作業員の安定的な雇用確保の結果、従事者の作業意欲の向上が図られ、技術提案による

履行がなされ業務の質の向上が見られた。 

 

２．競争性改善に向けた取組 

   平成２８年度から導入した市場化テスト実施過程において、１者応札対策に関しては、競争参

加資格については等級の拡大、グループ参加を認める等の緩和を行い、仕様については点検及び

緊急時の対応の一部を再委託可能とし、また、点検マニュアル・取扱説明書等を貸与することを

明記する取組を行ったが、入札における競争性の確保には繋がらなかった。 

契約後、入札に参加しなかった｢同種システム｣及び｢同等のシステム｣の製造業者等５者に対し

て聞き取りを行ったところ、参入が困難な理由として、５者全てが自社製品以外のシステムに関

しては業務を実施するうえで必要な技術情報が不足しており品質管理体制・保守体制を構築でき

ないため自社製品以外の点検は実施できないということであった。 

その中で、仕様書等の資料交付を受けた２者のうち、入札に参加しなかった１者からは、シス
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テムの大部分が自社以外のシステムであるため、製造業者等の技術協力がなければ実施が困難で

あり、業務を再委託することにより、コストが増加することとなる。 

また、当該業務の対象となるシステムの障害により運用に影響を与えた場合の社会的影響を考

慮するとリスクが高く、受注するメリットがないため入札には参加しなかったとの意見であった。 

 

３．今後の方針 

当該システムの点検を実施するためには、貸与資料である点検マニュアル・取扱説明書等の

技術情報があれば実施可能と考えているが、緊急時の対応においては製造業者からの技術情報

が必要となるが、その情報については製造業者の著作権等により情報提供がされない。 

 そのため、緊急時の対応については、当該システムの製造業者等の技術協力がなければ実施

が困難であり、業務を再委託する必要がある。 

また、システムの障害により運用へ影響を与えた場合の社会的影響を考慮するとリスクが高

いため、新規事業者の参入がなかったものと考えられる。 

しかしながら、技術情報の更なる提供については、これ以上の対応は困難と思慮され、市場

化テストの実施だけでは入札の競争性について改善は困難であると考えられることから「市場

化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」Ⅱ．１．（２）市場化テストの実施だ

けでは実施状況の更なる改善が見込めない事業 として、市場化テストを終了することとした

い。 

     なお、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の対象から外れることとなっても、

効果があった現行の入札改善策は引き続き実施することとし、これまで官民競争入札等監理委

員会において審議されてきた公共サービスの質、実施期間、入札参加資格、入札手続き及び情

報開示に関する事項等を踏まえた上で、実施状況については第三者委員会である東京航空局総

合評価委員会による審議を受ける仕組みを継続するとともに、国土交通省自らが、公共サービ

スの質の維持向上に資すること並びにコストの削減を図っていくこととしたい。 

 

 

 

Ⅵ．第三者委員会への報告内容及び第三者委員会での意見 

 

（１） 報告内容 

公共サービス（東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負）の実施状況 

 

 

（２）意見等 

      ・著作権について、緊急時に限れば、技術情報の開示の許諾を得られるのではないか。 

・各製造業者と、どのような技術情報が開示できないのかを捉えておくことは必要だと思

われる。 

 



 
 

（別紙２）自己チェック資料 

 平成３０年６月２９日  

    国土交通省 航空局 交通管制部 

管制技術課 航空灯火・電気技術室 

 

民間競争入札実施事業 

「東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負」の自己チェック資料 

 

① 競争性改善上のチェックポイントの対応状況 

○競争性改善上のチェックポイントのうち、監理委員会から指摘のあった項目

については全て取組んでいる。また、契約の性質上明らかに馴染まないものを

除き、指摘項目以外についても同様に改善に取組んでいる。 

○事業主体として競争性改善のために特に重点的に取り組んでいる項目は以下

のとおりである。 

１．製造業者等による技術的ノウハウが必要な場合は定期点検保守及び緊急時

対応の一部を再委託することが出来ることとし、事業者が再委託を行う際

に、事業主体が協力要請を行うなど、円滑に参入できるようにした。 

２．新規参入希望事業者が円滑かつ確実に業務の開始（引継ぎ）が出来るよう、

現受注者に対して協力要請を行うこととした。 

３．点検を行う上で必要となる点検マニュアル、取扱説明書等を事前貸与し、事

業者が効率的かつ計画的に業務に参入できるようにした。  

 

② 更なる改善が困難な事情の分析（該当がある場合のみ） 

○競争性改善上のチェックポイントの対応状況で述べたとおり、監理委員会の

指摘事項も踏まえ競争性改善に向けた対応は全て行っており、更なる改善の

余地はないものと思料。 
なお、事業主体では関連事業者にヒアリングを実施し、「実施可能な事業者が

極めて限定される要因」の分析結果は以下のとおりである。 
１．他社製品の保守は、システム機能に関わる技術情報が不足していることか

ら、品質管理や障害発生時の対応が困難である。 
２．製造業者における技術情報の提供ができない理由としては、 
①ソフトウェア仕様、システム構成図等のシステム機能に関わる技術情報に

は、独自に開発したノウハウや著作権情報など各種秘密情報を含んでお

り、開示することにより技術情報が漏れ営業上の利益が侵害されるため知

的財産権の観点から第三者への開示はできない。 
②特にソフトウェアにかかるプラットホームにおいては、他の契約者と共通

している部分もあり、開示することにより他の契約者の情報も開示される

こととなるため、セキュリティの観点からも機密性が高い情報であり開示

はできない。 
③発注者として監視制御システムの製造時にソフトウェア仕様、システム構

成図等のシステム機能に関わる技術情報は成果物として求めていない。 
３．以上のことから、当該システムの保守請負は再委託が前提となる。 
４．さらに、対象施設の大部分が(株)東芝製のシステムであり、製造業者以外

が元請けとして受注する場合、再委託する部分が多く、委託管理費等の費用

が必要となり、受注メリットがない。 




